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1. 業務の内容



1-1. 業務の概要

・【業務目的】 道路法面および土工構造物の変状等

の異常を把握するために行う点検

・【発 注 者】 鳥取県 八頭県土整備事務所

・【履行期間】 平成27年7月16日～平成28年5月31日

・【業務内容】 構造物総点検業務

現地踏査・・・64.8  ｋｍ

１次点検・・・1621 箇所

２次点検・・・ 179 箇所

（既存点検調書修正・・・ 1770 箇所）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
本業務は、鳥取県が管理する八頭県土整備事務所管内の一般国道、主要地方道及び一般県道の道路区域内に設置する道路のり面工及び土工構造物の変状等の異常を把握するために点検を行ったものである。なお、点検作業においては、1次点検および2次点検を実施している。



1-2. 点検対象エリア

（八頭県土整備事務所管内：八頭町、若桜町）



1-3. 点検対象路線（14路線）

1 主要地方道 37 （主）岩美八東線 16,930 480 86

2 主要地方道 39 （主）郡家国府線 0 0 2
H26年度1次点検実施箇所のうち、

2次点検を実施

3 主要地方道 72 （主）若桜下三河線 5,299 143 2

4 一般県道 103 （一）若桜湯村温泉線 0 31 55
H26年度1次点検実施箇所のうち、

2次点検を実施（1次点検追加）

5 一般県道 153 （一）才代船岡線 0 0 4
H26年度1次点検実施箇所のうち、

2次点検を実施

6 一般県道 176 （一）若桜停車場線 985 7 0

7 一般県道 270 （一）徳丸富枝線 2,049 25 0

8 一般県道 282 （一）麻生国府線 7,551 137 2

9 一般県道 287 （一）河原郡家線 5,599 129 0

10 一般県道 293 （一）鳥取郡家線 4,116 130 16

11 一般県道 302 （一）大坪隼停車場線 6,432 159 10

12 一般県道 321 （一）志子部船岡線 5,499 131 1

13 一般県道 322 （一）大江船岡線 6,255 144 0

14 一般県道 324 （一）河原インター線 4,132 105 1

合　計 64,847 1,621 179

※路線延長は、道路現況総括表・チェックリスト（平成27年4月）にて精査したものである。

　また、過年度（Ｈ26）点検実施済みの(一)若桜湯村温泉線については、1次点検において未実施分の兼用護岸箇所数を計上している。

備考
現地踏査

（路線延長：ｍ）
１次点検
（箇所）

２次点検
（箇所）

番号 道路種別 路線番号 路線名

３

１１



2. 業務の技術的特徴



2-1. 主な基準書

・鳥取県 道路のり面・土工構造物総点検実施要領
（平成２６年３月 鳥取県 県土整備部 道路企画課）



2-2. 実施手順



2-3. 点検対象 大区分 細区分 

のり面工 ・切土のり面（のり面保護工、のり面排水工等） 

・盛土（のり面、のり面排水工等） 

・グラウンドアンカー工 

斜面安定工 ・擁壁工 

・ロックシェッド、スノーシェッド 

・落石防護工全般（柵、網工等） 

・落石予防工全般（ロープ掛け工等） 

・その他の斜面安定工 

カルバート工 ・カルバート工 

 



2-3. 点検方法
・【１次点検】・・・・・ 路上目視

・【２次点検】・・・・・ 近接目視、打音



2-4. 異常箇所の判定

・第三者被害につながる恐れのある異常

【判定区分】

✖ 異常あり 異常の判定基準に該当するもの。

△ 異常あり 異常の判定基準に該当していたが、
応急的処置により第三者被害の可能性
がなくなった。

〇 異常なし 第三者被害につながる恐れのないもの



2-5. 異常の判定基準

【判定基準】

・切土のり面 のり面崩壊の恐れのある個所。
構造物の剥離、浮きが見られる。

・擁壁 部材の一部が落下する恐れのある箇所。

・落石予防工 倒壊・崩壊や落下する恐れのある箇所。
および防護工



2-6. 調査記録表

【構造物リスト】

【現状写真（1次点検）】 【現状写真（2次点検）】

【調査記録表】



3. 苦労した点、工夫した点



3-1. 苦労した点

【１次点検結果】

1次点検実施箇所
（箇所）

判 定（箇所）

異常なし

○
2次点検必要

△
異常あり

△
異常あり

×

1,621 1,503 118 0 0

【２次点検必要箇所数】 １次点検実施箇所の1割未満

※1次点検においては、2次点検での確認を必要とするものも△と判定。



【 ２次点検必要と想定した箇所】

① 植生等の繁茂により点検施設が目視困難であり、判定が困難な場合。
② 点検施設の規模が大きく、全体の目視が困難であり、判定が困難な場合。
③ 施設の設置位置が路面から離れているため視認困難であり、判定困難な場合。
④ 路上目視において、施設の一部に変状や損傷を確認しており、施設全体の確認が

望ましい場合。

・ 複数回の路上目視点検

・ 小規模施設の近接目視確認

・ ２次点検結果から１次点検評価に変更（2次点検必要△→異常なし〇）

（1次点検：８月） （1次点検：11月）

【 ２次点検箇所数の低減】



3-1. 工夫した点

【２次点検結果】

2次点検実施箇所
（箇所）

判 定（箇所）

異常なし

○
異常あり

△
異常あり

×

179 167 0 12

【今後の対応】

「異常なし」・・・①「通常のパトロールで点検」
「異常なし」・・・②「経過観察」
「異常あり」・・・③「対策要検討」

「異常あり」・・・④「要応急対応」

※2次点検実施箇所（179箇所）＝2次点検必要箇所（118箇所）+過年度評価（61箇所）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
今回の179箇所の2次点検結果において、「異常あり：×」と判定した点検施設は12箇所である。その12箇所において、今後の対応として③「対策要検討」と判断した施設は、12施設となった。該当箇所においては、第三者被害につながるおそれのある施設と判断して、変状等に対して何らかの対策を必要とする施設として扱うものである。また、早急な応急処置を必要とする④「要応急対応」に該当する施設は無かった。「異常なし：○」と判定した点検施設は167箇所である。その167箇所において、今後の対応として①「通常のパトロールで点検」に該当する施設は94施設であり、通常のパトロール等による比較的簡易な目視管理を望むものである。また、②「経過観察」に該当する施設は73施設であり、変状は見られるものの現状では第三者被害につながるような状況ではない施設が該当する。よって、今後の対応としては、変状箇所を把握したうえで、定期的なパトロール等による目視管理が望まれるものである。なお、②「経過観察」が必要な施設では、損傷状況や変状程度が施設毎に違っている。ここでは、今後の対応として②「経過観察」としている73施設の中において、比較的変状程度が大きく、今後の状況変化について注意が必要な施設として、17施設の抽出を行った。この施設は、今後更に変状が進めば、「異常あり：×」の評価に移行する可能性を有すると判断したものである。



【２次点検結果】

2次点検実施箇所
（箇所）

判 定（箇所）

異常なし：○ 異常あり：×

167 12

今後の対応（施設）

①
通常のパトロー

ルで点検

②
経過観察

③
対策要検討

④
要応急対応

179 94

73

12 0
56 17

【②経過観察】・・・変状はみられるものの現状では第三者被害につながる
状況ではない施設

「比較的変状程度が大きく、今後の状況変化について注意が必要な施設」

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
今回の179箇所の2次点検結果において、「異常あり：×」と判定した点検施設は12箇所である。その12箇所において、今後の対応として③「対策要検討」と判断した施設は、12施設となった。該当箇所においては、第三者被害につながるおそれのある施設と判断して、変状等に対して何らかの対策を必要とする施設として扱うものである。また、早急な応急処置を必要とする④「要応急対応」に該当する施設は無かった。「異常なし：○」と判定した点検施設は167箇所である。その167箇所において、今後の対応として①「通常のパトロールで点検」に該当する施設は94施設であり、通常のパトロール等による比較的簡易な目視管理を望むものである。また、②「経過観察」に該当する施設は73施設であり、変状は見られるものの現状では第三者被害につながるような状況ではない施設が該当する。よって、今後の対応としては、変状箇所を把握したうえで、定期的なパトロール等による目視管理が望まれるものである。なお、②「経過観察」が必要な施設では、損傷状況や変状程度が施設毎に違っている。ここでは、今後の対応として②「経過観察」としている73施設の中において、比較的変状程度が大きく、今後の状況変化について注意が必要な施設として、17施設の抽出を行った。この施設は、今後更に変状が進めば、「異常あり：×」の評価に移行する可能性を有すると判断したものである。



【「異常あり：×」と判定した箇所】 【「経過観察」の中でも注意が必要な箇所】

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
今回の179箇所の2次点検結果において、「異常あり：×」と判定した点検施設は12箇所である。その12箇所において、今後の対応として③「対策要検討」と判断した施設は、12施設となった。該当箇所においては、第三者被害につながるおそれのある施設と判断して、変状等に対して何らかの対策を必要とする施設として扱うものである。また、早急な応急処置を必要とする④「要応急対応」に該当する施設は無かった。「異常なし：○」と判定した点検施設は167箇所である。その167箇所において、今後の対応として①「通常のパトロールで点検」に該当する施設は94施設であり、通常のパトロール等による比較的簡易な目視管理を望むものである。また、②「経過観察」に該当する施設は73施設であり、変状は見られるものの現状では第三者被害につながるような状況ではない施設が該当する。よって、今後の対応としては、変状箇所を把握したうえで、定期的なパトロール等による目視管理が望まれるものである。なお、②「経過観察」が必要な施設では、損傷状況や変状程度が施設毎に違っている。ここでは、今後の対応として②「経過観察」としている73施設の中において、比較的変状程度が大きく、今後の状況変化について注意が必要な施設として、17施設の抽出を行った。この施設は、今後更に変状が進めば、「異常あり：×」の評価に移行する可能性を有すると判断したものである。



4. 表彰に至る高評価の要因

（推測）



【 ① 業務評定チェック（調査業務）】

・ 提案力・改善力・・・ 過年度業務との対比・整合や点検箇所数の把握
および適宜の報告。

・ 調査条件の把握・・・ 調査条件と的確に踏まえた調査方法、機械等の
配置計画の提案。

（高所ロープ作業での近接目視、打音点検、触診点検等） （高所ロープ作業の自社担当者）



【 ② 既存過年度業務成果との統合】

・ 点検個票データの統合・・・ 点検調書修正作業に合わせ、過年度点検個票
データを業務成果データに統合した。

・ 点検結果平面図の作成・・・ 道路台帳平面図を利用し、点検対象施設毎の
点検情報を記入した平面図を全路線作成。

【施設別点検情報】

・点検年度
・実施点検（1次・2次）
・点検結果（○・△・×）
・整理番号
・施設の名称

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
H26年度に実施した「のり面工・土工構造物総点検点検業務」において、1次点検に伴う点検調書を作成している。H27年度において、残路線の1次点検と全路線の2次点検を実施している。H27年度業務においては、別紙1（構造物リスト）がマクロ対応様式となっており、別紙2（調査記録表、現状写真）を作成すると別紙1が自動に作成される形式となっている。H27年度業務において、H26年度に作成した1次点検調書を使用して、2次点検調書を作成した場合、別紙1（構造物リスト）を自動作成できないという不具合が生じた。また、H26年度において1次点検のみで完了している路線においても、同一様式にて管理することが望ましいということで、既存点検調書のうち別紙2（調査記録表、現状写真）をH27マクロ対応様式に再作成することとなった。



おわりに

インフラ点検業務では、施設状況を的確に調査・記録
し、維持管理に有効に活用することが重要と考えます。
当業務を完成まで導いていただきました発注者をはじ

め関係各位には大変感謝申し上げます。

ご清聴ありがとうございました
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